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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月８日老企第４０号 厚生省老人保健福祉局企画課長通

知）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

〔目次〕 〔目次〕

（略） （略）

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ ⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ

の通知 の通知

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪

問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅 問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施 介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について」（平成十二年三月一日老企第三十六号厚 上の留意事項について」（平成十二年三月一日老企第三十六号厚

生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」 生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」

という。）第一の１の⑴から⑷までを準用する。 という。）第一の１の⑴から⑷までを準用する。

⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月 届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月

の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとする。 ら算定を開始するものとする。

２ 届出事項の公開等 ２ 届出事項の公開等

訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。 訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。

第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者 第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者

生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表 生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表

１ 通則 １ 通則

⑴ 算定上における端数処理について ⑴ 算定上における端数処理について

訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。 訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。

⑵ 入所等の日数の数え方について ⑵ 入所等の日数の数え方について

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入 ① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入

所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。 所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。
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② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期 ② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期

入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び 入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び

③において「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若 ③において「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若

しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職 しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職

員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等 員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等

が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険 が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険

施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所 施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所

等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護 等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護

の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場 の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場

合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算 合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算

定しない。 定しない。

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施 ③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施

設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医 設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医

療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」 療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」

という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷 という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷

地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当 地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当

該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が 該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が

行われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険 行われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険

適用病床」という。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟 適用病床」という。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟

の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所等の日は の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所等の日は

算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院し 算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院し

たその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内 たその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内

の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等 の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等

の日は算定されない。 の日は算定されない。

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の

員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省 員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省

告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。） 告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）

の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した

日を含み、退所等した日は含まないものとする。 日を含み、退所等した日は含まないものとする。

⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について ⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ

ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて

は、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を は、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を

入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の 入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の

減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員 減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員
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超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているとこ 超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているとこ

ろであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であ ろであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であ

り、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 り、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

② この場合の利用者等の数は、一月間（暦月）の利用者等の数 ② この場合の利用者等の数は、一月間（暦月）の利用者等の数

の平均を用いる。この場合、一月間の利用者等の数の平均は、 の平均を用いる。この場合、一月間の利用者等の数の平均は、

当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とす 当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切 る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切

り上げるものとする。 り上げるものとする。

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超 ③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超

過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設について 過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設について

は、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、 は、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、

利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方 利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方

法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消 法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消

されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所又は施 ④ 都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

設に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に 第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」と

従わず、定員超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事 いう。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以

情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものと 下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市の市

する。 長。３の⑹ニｃ、７の⑻⑤を除き、以下同じ。）は、定員超過

利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行

うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が二月

以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又

は許可の取消しを検討するものとする。

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用 ⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用

については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた

時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが 時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが

やむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所 やむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所

定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないに 定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないに

もかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している もかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している

場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行 場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行

うものとする。 うものとする。

⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法について ⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法について

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設におい 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設におい

て常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するも て常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するも

のとし、小数点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむ のとし、小数点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむ
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を得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に一割の範 を得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に一割の範

囲内で減少した場合は、一月を超えない期間内に職員が補充され 囲内で減少した場合は、一月を超えない期間内に職員が補充され

れば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。 れば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について ⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活 ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活

介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護 介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護

療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等 療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆ の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆ

る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通 る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通

所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位 所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位

数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適 数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適

正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠 正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠

如の未然防止を図るよう努めるものとする。 如の未然防止を図るよう努めるものとする。

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者 ② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者

数等は、当該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三 数等は、当該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三

十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用い 十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用い

る（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この る（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この

場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該 場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該

前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算 前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算

定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。 定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 ③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場 イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場

合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月 合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月

まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の

算定方法に規定する算定方法に従って減算され、 算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基 ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基

準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい 準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい

て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法 て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法

に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準 に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準

を満たすに至っている場合を除く。）。 を満たすに至っている場合を除く。）。

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月 ④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月

から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全 から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全

員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算 員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算

定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員 定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員

基準を満たすに至っている場合を除く。）。 基準を満たすに至っている場合を除く。）。
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⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定する ⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定する

ために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如と ために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如と

なるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うも なるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うも

のであること（したがって、例えば看護六：一、介護四：一の のであること（したがって、例えば看護六：一、介護四：一の

職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医 職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医

療施設において、看護六：一、介護四：一を満たさなくなった 療施設において、看護六：一、介護四：一を満たさなくなった

が看護六：一、介護五：一は満たすという状態になった場合は、 が看護六：一、介護五：一は満たすという状態になった場合は、

看護六：一、介護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得 看護六：一、介護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得

た単位数ではなく、看護六：一、介護五：一の所定単位数を算 た単位数ではなく、看護六：一、介護五：一の所定単位数を算

定するものであり、看護六：一、介護六：一を下回ってはじめ 定するものであり、看護六：一、介護六：一を下回ってはじめ

て人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出ていた て人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出ていた

看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業 看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業

者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府 者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府

県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単 県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単

位数の適用については、③の例によるものとすること。 位数の適用については、③の例によるものとすること。

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型 ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型

指定介護療養型医療施設については、看護六：一、介護四：一 指定介護療養型医療施設については、看護六：一、介護四：一

を下回る職員配置は認められていないため、看護六：一、介護 を下回る職員配置は認められていないため、看護六：一、介護

五：一、看護六：一、介護六：一の職員配置に応じた所定単位 五：一、看護六：一、介護六：一の職員配置に応じた所定単位

数を定めておらず、職員配置が看護六：一、介護四：一を満た 数を定めておらず、職員配置が看護六：一、介護四：一を満た

さない場合は人員基準欠如となるものであり、看護六：一、介 さない場合は人員基準欠如となるものであり、看護六：一、介

護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を算定 護四：一の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を算定

する。 する。

⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、 ⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、

職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ 職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ

と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除 と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除

き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。 き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。

⑹ 夜勤体制による減算について ⑹ 夜勤体制による減算について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ ① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービ

ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて ス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについて

は、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数 は、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数

の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤 の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下 務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下

「夜勤職員基準」という。））を置いているところであるが、こ 「夜勤職員基準」という。））を置いているところであるが、こ

れらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応 れらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応
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し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤 し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤

を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう

努めるものとする。 努めるものとする。

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算について ② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算について

は、ある月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した は、ある月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した

場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位 場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位

数が減算されることとする。 数が減算されることとする。

イ 夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時までの時間を含 イ 夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時までの時間を含

めた連続する十六時間をいい、原則として事業所又は施設ご めた連続する十六時間をいい、原則として事業所又は施設ご

とに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜 とに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜

勤職員基準に定める員数に満たない事態が二日以上連続して 勤職員基準に定める員数に満たない事態が二日以上連続して

発生した場合 発生した場合

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定 ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定

める員数に満たない事態が四日以上発生した場合 める員数に満たない事態が四日以上発生した場合

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数について ③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数について

は、⑸②を準用すること。この場合において「小数点第二位以 は、⑸②を準用すること。この場合において「小数点第二位以

下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。 下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。

④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、 ④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、

夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、 夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、

指定の取消しを検討すること。 指定の取消しを検討すること。

⑺ 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について ⑺ 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未 イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未

満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。） 満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）

の利用者数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、 の利用者数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、

便宜上、ベッド数の九十％を利用者数等とし、新設又は増床 便宜上、ベッド数の九十％を利用者数等とし、新設又は増床

の時点から六月以上一年未満の間は、直近の六月における全 の時点から六月以上一年未満の間は、直近の六月における全

利用者等の延数を六月間の日数で除して得た数とし、新設又 利用者等の延数を六月間の日数で除して得た数とし、新設又

は増床の時点から一年以上経過している場合は、直近一年間 は増床の時点から一年以上経過している場合は、直近一年間

における全利用者等の延数を一年間の日数で除して得た数と における全利用者等の延数を一年間の日数で除して得た数と

する。 する。

ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減 ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減

床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。 床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用にお ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用にお

ける利用者数等については、医療法の取扱いの例によるもの ける利用者数等については、医療法の取扱いの例によるもの
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であり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。 であり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。

また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護につ また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護につ

いては、イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、 いては、イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、

他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。 他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。

⑻ 短期入所的な施設サービスの利用について ⑻ 短期入所的な施設サービスの利用について

短期入所サービスについては、その運営に関する基準において 短期入所サービスについては、その運営に関する基準において

「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意 「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意

を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間（退 を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間（退

所日）を定めて入所するものである。よって、あらかじめ退所日 所日）を定めて入所するものである。よって、あらかじめ退所日

を決めて入所する場合（ただし、施設の介護支援専門員と在宅の を決めて入所する場合（ただし、施設の介護支援専門員と在宅の

居宅介護支援事業者が密接な連携を行い、可能な限り対象者が在 居宅介護支援事業者が密接な連携を行い、可能な限り対象者が在

宅生活を継続できることを主眼として実施される介護福祉施設サ 宅生活を継続できることを主眼として実施される介護福祉施設サ

ービス費及び地域密着型介護福祉施設サービス費の在宅・入所相 ービス費及び地域密着型介護福祉施設サービス費の在宅・入所相

互利用加算対象者を除く。）、そのサービスは短期入所サービスで 互利用加算対象者を除く。）、そのサービスは短期入所サービスで

あり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、 あり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、

短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準額を設けた 短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準額を設けた

趣旨を没却するため、認められない。 趣旨を没却するため、認められない。

⑼ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ⑼ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判 ① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判

定基準」の活用について」（平成五年十月二十六日老健第百三 定基準」の活用について」（平成五年十月二十六日老健第百三

十五号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢 十五号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢

者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用 者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用

いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結 いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結

果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。） 果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）

を用いるものとする。 を用いるものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー

ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。 ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。

また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平 また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平

成十八年三月十七日老発第〇三一七〇〇一号厚生労働省老健局 成二十一年九月三十日老発〇九三〇第五号厚生労働省老健局長

長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の 通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の意

意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態 見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に

に関する意見⑴日常生活の自立度等について・認知症高齢者の 関する意見⑴日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日

日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判 常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定

定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものと 結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとす

する。 る。
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③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定 同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定

等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票 「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票

（基本調査）」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記 （基本調査）」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記

載を用いるものとする。 載を用いるものとする。

⑽ 栄養管理について ⑽ 栄養管理について

今回の改定では、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介

老人福祉施設、老人保健施設及び介護療養型医療施設において、 護老人保健施設及び介護療養型医療施設においては、常勤の管理

常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に 栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及

応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行 び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあ

っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化 った栄養管理を行うこと。

を行ったところである。これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、

報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであり、包括化を行っ

ても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであるこ

とから、各事業所においては、引き続き、これを適切に実施でき

る体制を維持すること。

２ 短期入所生活介護費 ２ 短期入所生活介護費

⑴ 指定短期入所生活介護費を算定するための基準について ⑴ 指定短期入所生活介護費を算定するための基準について

指定短期入所生活介護費は、施設基準第八号に規定する基準に 指定短期入所生活介護費は、厚生労働大臣が定める施設基準（平

従い、以下の通り、算定すること。 成二十四年厚生労働省告示第九十七号。以下「施設基準」という。）

第十三号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第八号イに規定する指定短期入所生活介護費 イ 施設基準第十三号イに規定する指定短期入所生活介護費

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が一人 短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が一人

のものに限る。）(｢従来型個室」という。）の利用者に対して行 のものに限る。）(｢従来型個室」という。）の利用者に対して行

われるものであること。 われるものであること。

ロ 施設基準第八号ロに規定する指定短期入所生活介護費 ロ 施設基準第十三号ロに規定する指定短期入所生活介護費

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が二人 短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が二人

以上のものに限る。）(｢多床室」という。）の利用者に対して行 以上のものに限る。）(｢多床室」という。）の利用者に対して行

われるものであること。 われるものであること。

ハ 施設基準第八号ハに規定する指定短期入所生活介護費 ハ 施設基準第十三号ハに規定する指定短期入所生活介護費

短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属 短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属

さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、 さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、

天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。）(｢ユニッ 天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。）(｢ユニッ

ト型個室」という。）の利用者に対して行われるものであるこ ト型個室」という。）の利用者に対して行われるものであるこ


